
山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
六
十
九
号　
　

平
成
三
十
年
二
月
二
十
二
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日　

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

四
五

木 曜 日

第
二
千
七
百
六
十
九
号

　

平
成
三
十
年

二
月
二
十
二
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

告　
　
　

示

○
山
梨
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
諸
収
入
条
例
別
表
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
定
め
る
額
の
一

	

四
五

　

部
改
正

○
換
地
計
画
の
決
定	

四
六

○
道
路
の
区
域
変
更
（
三
件
）	

四
六

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定	

四
七

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

四
八

　
　
　
　

公
安
委
員
会

○
信
号
機
の
設
置
等
交
通
規
制
の
告
示
の
一
部
改
正	

四
八

　
　
　
　
　
　

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
四
十
二
号

　

山
梨
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
諸
収
入
条
例
別
表
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
定
め
る
額
（
昭
和
六
十
一
年

山
梨
県
告
示
第
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日
か
ら
適
用

す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
二
月
二
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

　

1
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

そ
の
他
の
機
械

器
具
又
は
設
備
1
時
間
耐
水
試
験
機

じ
ん
あ
い
試
験
機

全
焦
点
3
Ｄ
表
面
形
状
測
定
機

卓
上
型
分
光
測
色
計

エ
ネ
ル
ギ
ー
分
散
型
微
小
部
蛍
光
エ
ッ
ク
ス
線

分
析
装
置

6
3
0
円

6
6
0
円

2,
8
7
0
円

5
2
0
円

2,
9
1
0
円

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
質
量
分
析
計

洗
濯
試
験
機

倒
立
顕
微
鏡

7,
7
1
0
円

5
5
0
円

6
3
0
円

「

　　

2
の
表
中

素
材
、

機
械
、

電
子
及

び
化
学

材
料
試

験

（表
面
分
析

試
験

）

1
試
料
表
面
分
析

深
さ
方
向
分
析　
　
　

1		 6,
3
9
0
円

2		9,
5
1
0
円

エ
ッ
ク

ス
線
回

折
試
験

1
試
料
エ
ッ
ク
ス
線
回
折
装
置

に
よ
る
分
析

定
性
分
析

応
力
測
定

2,
3
3
0
円

5,
7
2
0
円

7,
8
0
0
円

電
子
顕

微
鏡
試

験

（電
子
顕
微

鏡

（Ｅ
Ｐ
Ｍ
Ａ

）に
よ

る
面
線

定
性
分

析

）

1
試
料
1
成
分

複
成
分

1		 9,
8
1
0
円

2	4,
7
6
0
円

を

化
学
試

験

（Ｉ
Ｃ
Ｐ
発

光
分
光

法
に
よ

る
定
量

分
析

）

1
測
定
測
定
波
長
領
域

1
9
0
n
m

〜8
0
0

ｎ
ｍ
1
2
0
n
m

〜8
0
0

ｎ
ｍ

6,
4
2
0
円

8,
7
5
0
円

」



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
六
十
九
号　
　

平
成
三
十
年
二
月
二
十
二
日

四
六

「
繊
維

（
ニ
ッ
ト

製
品
及

び
そ
の

原
材
料

は
除
く

。）
そ
の
他

の
試
験
1
視
野
顕
微
鏡
試
験

（倒
立
顕

微
鏡
に
よ
る
像
観
察

）

　
　
　

8
3
0
円

貴
金
属

及
び
宝

鉱
石

そ
の
他

の
試
験
1
件　

エ
ネ
ル
ギ
ー
分
散
型
微

小
部
蛍
光
エ
ッ
ク
ス
線

分
析
装
置
に
よ
る
定
性

分
析

3
,4
7
0
円

素
材
、

機
械
、

電
子
及

び
化
学

材
料
試

験

（表
面
分
析

試
験

）

1
試
料
表
面
分
析

深
さ
方
向
分
析

1		 6,
3
9
0
円

2		9,
5
1
0
円

エ
ッ
ク

ス
線
回

折
試
験

1
試
料
エ
ッ
ク
ス
線
回
折
装
置

に
よ
る
分
析

定
性
分
析

応
力
測
定

2
,3
3
0
円

5
,7
2
0
円

7
,8
0
0
円

電
子
顕

微
鏡
試

験

（電
子
顕
微

鏡

（Ｅ
Ｐ
Ｍ
Ａ

）に
よ

る
画
線

定
性
分

析

）

1
試
料
1
成
分

複
成
分

1		 9,
8
1
0
円

2		4,
7
6
0
円

に
改
め
る
。

化
学
試

験

（Ｉ
Ｃ
Ｐ
発

光
分
光

法
に
よ

る
定
量

分
析

）

1
測
定
測
定
波
長
領
域

1
9
0
n
m

〜8
0
0

ｎ
ｍ
1
2
0
n
m

〜8
0
0

ｎ
ｍ

6,
4
2
0
円

8,
7
5
0
円

そ
の
他

の
試
験
1
件　

全
焦
点
3
Ｄ
表
面
形
状

測
定
機
に
よ
る
測
定

3,
4
5
0
円

1
件　

全
焦
点
3
Ｄ
表
面
形
状

測
定
機
に
よ
る
つ
な
ぎ

合
わ
せ
測
定

6,
9
1
0
円

1
件　

機
器
分
析

（ガ
ス
ク
ロ

マ
ト
グ
ラ
フ
質
量
分
析

計
に
よ
る
測
定

）

1		9,
8
3
0
円

」

山
梨
県
告
示
第
四
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
田
園
空
間
整
備
事
業
（
あ
す
た
地
区
平
山
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関

係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
三
十
年
二
月
二
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

縦
覧
書
類　

換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間　

平
成
三
十
年
二
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
三
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

北
杜
市
役
所

四　

審
査
請
求
期
間　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
四
月
七
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
四
十
四
号



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
六
十
九
号　
　

平
成
三
十
年
二
月
二
十
二
日

四
七

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
二
月
二
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

北
原
下
条
南
割
線

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新
の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

韮
崎
市
大
草
町
上
條
東
割
字
羽
根
前
八
九
〇
番
地

先
か
ら

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
字
門
開
一
〇
六
九
番
一

地
先
ま
で

旧

五
・
三
〜二

二
・
〇

八
九
九
・
一

新

八
・
五
〜五
九
・
五

八
七
五
・
七

山
梨
県
告
示
第
四
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
二
月
二
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

日
野
春
停
車
場
線

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新
の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

北
杜
市
須
玉
町
若
神
子
字
鯨
四
二
二
一
番
五
三
地

先
か
ら

北
杜
市
須
玉
町
若
神
子
字
鯨
四
二
二
一
番
五
〇
地

先
ま
で

旧

八
・
一
〜一
二
・
三

一
〇
二
・
一

新

一
〇
・
二
〜
一
六
・
九

一
〇
二
・
一

山
梨
県
告
示
第
四
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
二
月
二
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

市
之
蔵
山
梨
線

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新
の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

山
梨
市
上
石
森
字
上
手
原
一
四
九
番
七
地
先
か
ら

山
梨
市
上
石
森
字
上
手
原
一
三
八
番
一
地
先
ま
で

旧

一
四
・
〇
〜

五
五
・
五

七
〇
・
〇

新

一
四
・
〇
〜

三
七
・
〇

七
〇
・
〇

山
梨
県
告
示
第
四
十
七
号

　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、

山
梨
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
峡
南
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
二
月
二
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
番
号
一
号
か
ら
十
五
号
ま
で
の
標

柱
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
番
号
十
五
号
と
一
号
の
標
柱
を
結
ん
だ
線
に
囲

ま
れ
た
区
域

標
柱
番
号
郡　
　

市
町　
　
　

村
大　
　

字
　

字

地　
　
　
　
　

番

久
保

一二三四五

南
巨
摩
郡

同同同同

身
延
町

同同同同

久
保

同同同同

寺
ノ
上

同夏
作

同同

四
五
九
番
一

四
八
〇
番

三
九
二
番

三
二
五
番

四
〇
八
番



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
六
十
九
号　
　

平
成
三
十
年
二
月
二
十
二
日

四
八

六七八九十十
一

十
二

十
三

十
四

十
五

同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同

同同同同同同寺
ノ
上

同同同

三
〇
八
番
一

同同三
二
二
番

三
五
九
番

三
四
五
番

四
六
三
番
一

四
六
二
番
一

同同

　
　
　
　
　
　

公　
　
　

告

◉　

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
二
月
二
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	
後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称　

上
野
原
市
上
野
原
字
梨
久
保
三
千
百
四
十
二
番

二
の
一
部
、
三
千
百
四
十
二
番
五
の
一
部
、
三
千
百
六
十
三
番
一
の
一
部
、
三
千
百
六
十
三
番
三
の

一
部
、
三
千
百
六
十
三
番
四
の
一
部
、
三
千
百
六
十
三
番
六
の
一
部
及
び
三
千
百
六
十
四
番
一
並
び

に
道
の
一
部
の
区
域

二	　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名　

上
野
原
市
上
野
原
三
千
八
百
三
十
二
番
地　

上
野
原

市
長　

江
口
英
雄

　
　
　
　
　
　

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
六
号

　

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が
設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
二
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長　
　

赤　
　

岡　
　

利　
　

行　
　

　

別
表
第
四
の
一
三
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
三
三

市
道

甲
府
市
城
東
二
丁
目
四

番
三
号
先
（
市
道
同
士

の
十
字
路
交
差
点
）
か

ら
甲
府
市
城
東
二
丁
目

一
番
一
〇
号
先
（
市
道

同
士
の
十
字
路
交
差
点
）

ま
で
（
一
〇
〇
メ
ー
ト

ル
）

車
両
（

二
輪
・

軽
車
両

を
除
く

。
）

車
両
進
行

南
か
ら
北

へ
終
日

甲
府

平
成
三
〇
年
二
月

二
二
日

告
示
第
二
六
号

別
表
第
四
の
六
一
〇
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

六
一
一

市
道

北
杜
市
小
淵
沢
町
八
五

四
番
地
二
先
（
Ｊ
Ｒ
小

淵
沢
駅
ロ
ー
タ
リ
ー
入

口
か
ら
出
口
ま
で
の
間
）

（
六
〇
メ
ー
ト
ル
）

車
両

車
両
進
行

ロ
ー
タ
リ

ー
入
口
か

ら
ロ
ー
タ

リ
ー
内
を

時
計
回
り

終
日

北
杜

平
成
三
〇
年
二
月

二
二
日

告
示
第
二
六
号

別
表
第
十
の
二
七
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
七
四　
　

市
道　

甲
府
市
朝
日
三
丁
目
三
番
一
一
号
先

四

甲
府

平
成
三
〇
年
二
月

二
二
日

告
示
第
二
六
号

別
表
第
十
の
二
、
二
五
九
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
、
二
五
九

　
　

国
道
五

二
号　

甲
府
市
貢
川
一
丁
目
五
番
三
五
号
先

二

甲
府

平
成
三
〇
年
二
月

二
二
日

告
示
第
二
六
号

別
表
第
十
の
五
、
五
四
八
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



山
梨
県
公
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第
二
千
七
百
六
十
九
号　
　

平
成
三
十
年
二
月
二
十
二
日

四
九

五
、
五
四
九

　
　

国
道
五

二
号　

甲
府
市
貢
川
一
丁
目
四
番
先

一

甲
府

平
成
三
〇
年
二
月

二
二
日

告
示
第
二
六
号

別
表
第
十
六
の
一
一
、
九
二
八
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
一
、
九
二
九

　
　

市
道　

甲
斐
市
竜
王
一
、
九
三
二
番
地
先

（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
・
北

進
車
両
）

韮
崎　

平
成
三
〇
年
二
月

二
二
日

告
示
第
二
六
号

一
一
、
九
三
〇

市
道

北
杜
市
小
淵
沢
町
八
五
四
番
地
二
先

（
市
道
同
士
の
変
則
交
差
点
・
南
進

車
両
）

北
杜

平
成
三
〇
年
二
月

二
二
日

告
示
第
二
六
号

一
一
、
九
三
一
農
道

山
梨
市
東
二
、
四
三
八
番
地
四
先

（
農
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
・
東

進
車
両
）

日
下
部
平
成
三
〇
年
二
月

二
二
日

告
示
第
二
六
号

一
一
、
九
三
二
農
道

山
梨
市
東
二
、
四
六
一
番
地
一
先

（
農
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
・
西

進
車
両
）

日
下
部
平
成
三
〇
年
二
月

二
二
日

告
示
第
二
六
号

別
表
第
十
七
の
一
、
三
九
八
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
、
三
九
九

　

市
道　

北
杜
市
小
淵
沢
町

八
五
四
番
地
二
先

（
Ｊ
Ｒ
小
淵
沢
駅

ロ
ー
タ
リ
ー
入
口

か
ら
出
口
ま
で
の

間
）

六
〇

車
両

終
日

北
杜

平
成
三
〇

年
二
月
二

二
日

告
示
第
二

六
号
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